
教１ 
令和８年４月不用物品の売却に関する仕様書 

（ノートパソコン等 教育委員会事務局所管分） 

                           会   計   室 

                           担当 中島・平本 222-3687 

 

１ 売却物品は、売却物品明細書のとおりとする。ただし、次の点に留意すること。 

⑴ 対象となる物品は機器本体のみとし、ＯＳ、ソフトウェア及びマニュアル等の付属品については

添付しない。 

⑵ パソコンについては、破損しているものや、ハードディスクが正常に認識されなかったためディ

スクを消磁したものもある。 

⑶ ＡＣアダプタ及び電源コードについては、付属していない場合や、故障等により、購入時に付属

していたものとは異なる型番のものを付属している場合がある（２に記載する下見において、付属

状況を確認すること。）。 

⑷ その他の詳細な内容については、２のとおり期間を設けて下見を許可するので、現地で直接確認

すること。 

⑸ 落札後における売却物品の状態や動作不良等に対する苦情は一切受け付けない。また、輸送中に

破損した場合についても、本市は責任を負わない。 

⑹ パソコン及びサーバ、ハードディスク等、データを保有している機器のデータ消去は契約業者が

行うものとする。 

  なお、データ消去に当たっては、売却物品に内蔵された記録媒体を①物理的又は磁気的に破壊、

②専用のソフトウェア等を用いたデータ消去（記録媒体内の全ての情報を無意味な情報に上書き）、

③ブロック消去又は暗号化消去のいずれかにより、完全にデータが復元できないようにするととも

に、データ消去を行った日時、担当者、処理内容を型番又は機種ごとに記録したデータ消去等報告

書（別紙１）を作成し、令和８年７月２４日（金）までに会計室に提出すること。 

また、（別紙１）の様式を適宜変更する際は、事前に会計室と協議し、了承を得ること。 

⑺ 売却物品における個人情報事務の取扱いについては、本市が別途定める「個人情報取扱事務に係

る共通仕様書」の内容を遵守すること。 

 

２ 売却物品及び搬出方法の下見については、以下のとおりとするので、前日の１７：０

０までに必ず以下の連絡先へ予約し、時間の指定を受け、指定された時間に下見場所

へ来ること。予約のない業者及び指定された時間を厳守しない業者については、下見

を断る場合がある。 

  なお、下見を行わずに入札に参加することは差し支えないが、電話等による売却物

品の状態等に対する問合せは一切受け付けない。 

 

 (1) 下見日時  

    日程：令和８年４月８日（水）、４月９日（木） 

    時間：各日とも１０：００～１５：００（ただし、12:00～13:00 を除く） 

（１業者につき３０分以内。） 



    (2) 下見場所 

京都市東山区本町通三ノ橋上る本町十七丁目３５８ 

元京都市立月輪小学校 

 

  (3) 連絡先 

 京都市教育委員会事務局 総務部 学校事務支援室 情報化推進担当 

（担当：三浦、福井  ０７５－８４１－３５０５） 

 

３ 会計室から納入通知書を発行するので、契約決定の日から令和８年５月２２日（金）までに代金

を納入すること。 

 

４ 売却物品の引渡し場所は、次のとおりとする。 

上記「２(2)下見場所」に同じ 

 

５ 売却物品の引取り作業は、全て契約業者が行うこととし、作業に要する一切の費用を負担するこ

と。 

  なお、搬出可能時間は、おおよそ午前９時から午後４時までとする。 

 

６ 引取り作業は、代金納入後、令和８年５月２２日（金）までに完了すること。 

なお、引取りを完了したときには、京都市長宛ての受領書（別紙２）を学校事務支援室の担当者

に提出すること。 

 

７ 引取り作業完了後、直ちに、売却物品に貼付されている本市が使用していたことが識別できるシ

ール等を完全に除去すること。 

 

８ 引取り作業の実施に当たっては、本市と事前に調整のうえ、本市が指示した日時・場所で行うこ

ととし、本市の業務及び周辺施設の活動に支障がないよう十分注意すること。 

 

９ 引取り作業の実施に当たっては、道路交通法、道路運送車両法、道路法、公害防止に関する諸法

等関係法令を遵守し、引き取った売却物品が輸送中に散乱しないよう十分注意すること。引取り作

業時に発生した事故・負傷等に関して、本市は一切の責任を負わない。 

 

10 その他、引取り作業の詳細については、必ず本市の指示に従うこと。 

 

11 売却物品のうち、再使用することなく処分する場合は、資源の有効な利用の促進に関する法律（パ

ソコンリサイクル法）や廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）等の関係法令に基づ

き、適正な方法により処分すること。 

 

12 契約業者は民法、商法及び本契約の他の条項にかかわらず、引き取った本件売却物品が種類、品

質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、代金の減額の

請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。 

 

13 その他のことについては、京都市契約事務規則を遵守すること。  



個人情報取扱事務に係る共通仕様書 
 
（個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出） 
第１条 受注者（複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の

全ての構成員をいう。以下「受注者」という。）は、委託業務を開始する前に、京都市（以下「発注者」

という。）が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書（別紙３）」を提出し、発注者

による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。 
 
（秘密の保持） 
第２条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後に

おいても、同様とする。 
 
（個人情報総括管理者） 
第３条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等（以下「漏えい等」という。）の防止その他の個人

情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人

情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。 
 
（従業者の監督） 
第４条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理を

するうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適

切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
 
（個人情報の適正な管理） 
第５条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次

の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。 
⑴  個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこ

と。 
⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、

金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等に

よる保管すること。 
⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子デー

タに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。 
⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実

施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。 
⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、その

ソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。 
 
（再委託の制限） 
第６条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あら



かじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 
２ 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は

名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 
３ 第１項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、

受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報

の取扱いに関する責任を負うものとする。 
 
（個人情報の目的外利用の禁止） 
第７条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて

利用してはならない。 
 
（個人情報の第三者提供の禁止） 
第８条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、

第６条第１項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、

この限りでない。 
 
（個人情報の不正な複製等の禁止） 
第９条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で

複写又は複製をしてはならない。 
 
（遵守状況の報告） 
第１０条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況

の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示すること

ができる。 
２ 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。 
 
（立入調査等） 
第１１条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況に

ついて、随時、受注者（委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。以下この条

において同じ。）の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提

出を求めることができる。 
２ 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示

を行うものとする。 
３ 受注者は、前２項の検査等を拒むことができないものとする。 
 
（提供した資料の返還） 
第１２条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又

はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、

若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。 



（事故の発生の報告義務） 
第１３条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、

直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された

後においても同様とする。 
 
（契約の解除及び損害の賠償） 
第１４条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠

償の請求をすることができる。 

⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由によ

る個人情報の漏えい等があったとき。 

 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができない

と認められるとき。 

２ 前項第１号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、

受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。 

 

  



 

令和８年４月売却物品明細書 

 

品名 数量 規格形状等 取得価格 保管・下見場所 

ノートパソコン等 ２，２４０台 

別紙 

機器明細 

のとおり 

不詳 

京都市東山区本町通三ノ橋上る本町十七丁

目３５８ 

元京都市立月輪小学校 

 

連絡先：京都市教育委員会事務局 総務部 学校事務支援室 情報化推進担当 

   （担当：三浦、福井  ０７５－８４１－３５０５） 

 

 

 

 

 

※下見を希望する場合は、必ず事前に連絡をすること。 
 下見の日時は仕様書のとおり。 



機　器　明　細

1 ノｰト Dell Chrome book P30T 4
2 ノｰト Dell PP08L 1
3 ノｰト NEC JK27M7-G 1
4 ノｰト NEC JKE16E-1 1
5 ノｰト NEC PC-VY13MRFJAEHV 1
6 ノｰト NEC PC-VY22XRXEAEHM 6
7 ノｰト NEC VK16EX-C 5
8 ノｰト NEC VK19EX-D 3
9 ノｰト NEC VK20EA-N 1
10 ノｰト NEC VK23LA-Y 2
11 ノｰト NEC VK24TX-D 1
12 ノｰト NEC VK25MD-D 13
13 ノｰト NEC VK25TX-H 346
14 ノｰト NEC VK26TX-J 2
15 ノｰト NEC VKL21A-5 15
16 ノｰト NEC VKL21X-7 20
17 ノｰト NEC VKT16X-3 53
18 ノｰト NEC VY21ME-6 5
19 ノｰト 東芝 2270 SA65C / 4 1
20 ノｰト 東芝 J11 240C / 4 1
21 ノｰト 東芝 L21 220C / W 1
22 ノｰト 東芝 T12 140C / 4 1
23 ノｰト 富士通 A550 / B 1
24 ノｰト 富士通 A577 / T 8
25 ノｰト 富士通 FMV NA5NM 1
26 ノｰト 富士通 FMVA 16000 H 1
27 ノｰト 富士通 FMVA 16000 L 8
28 ノｰト 富士通 FMVA 16000 S 13
29 ノｰト 富士通 FMVA 29007 3
30 ノｰト 富士通 FMVA 8290 1
31 ノート 富士通 FNV NT5N2M 2
32 ノｰト 富士通 NB18D / F 1
33 デスクトップ NEC MK34ME-V 32
34 デスクトップ NEC MK36HE-N 1
35 デスクトップ NEC PC-MA12TEZEMHB9 1
36 デスクトップ 富士通 FMV021001 1
37 タブレット apple A 1337 3
38 タブレット apple A 1395 8
39 タブレット apple A 1566 5
40 タブレット apple A 2270 1
41 タブレット ASUS T100 H 4
42 タブレット ASUS T100 TAM 3
43 タブレット hp 不明 1
44 タブレット NEC PC-VK153SQBT 8
45 タブレット NEC PC-VK164T1AR 15
46 タブレット NEC PC-VK16XTAEN 5
47 タブレット NEC PC-VK24VTAMJ 21
48 タブレット NEC VK153S-V 1522
49 タブレット 東芝 ZW9-PDW09 6
50 タブレット 富士通 FARQ 12001 8
51 タブレット 富士通 FARQ 18011 12
52 タブレット 富士通 FMVN Q4KE 2
53 サーバー hp HSTNS-2111 1
54 サーバー NEC Express 5800 / 120EF 1
55 サーバー NEC Express 5800 / GT110d 2
56 サーバー NEC Express 5800 / T110g-E 1
57 サーバー NEC Express 5800 / T110i 39
58 サーバー 富士通 PYT1311T3S 1
59 サーバー 富士通 PYT1313T3S 1
60 NAS バッファロー LS-WX2.0TL/R1J 1
61 UPS NEC Smart-UPS 1000 7
62 外付HDD ELECOM ELD-CED030UBK 1
63 外付HDD IO DATA HDCZ-UT2K 3

2,240
　（うち、ノートPC） 523

数量（台）

元
月
輪
小
学
校

合計

下見・保管
場所

No 種別 メーカー 型番 備考



(別紙１）

令和　年　月　日

（宛先）京都市長

（住所）

（会社名）

（代表者名）

㊞

データ消去等報告書

　令和　年　月　日付けで売買契約を締結した「不用物品の売却（ノートパソコン等　教育委
員会事務局所管分）」について、データを保有している機器は全て、別紙一覧のとおりデータ
消去等を実施しましたので報告します。

　※署名（手書き）の場合は押印不要です。
　  署名でない場合、押印をお願いします。



(別紙１－２）

【報告書明細】

　物理的又は磁器的破壊 ①
ソフトウェア等を用いたデータ消去 ②

ブロック消去又は暗号化消去 ③

消去方法 実施日 台数 作業担当者 備考

1 ノｰト Dell Chrome book P30T 4
2 ノｰト Dell PP08L 1
3 ノｰト NEC JK27M7-G 1
4 ノｰト NEC JKE16E-1 1
5 ノｰト NEC PC-VY13MRFJAEHV 1
6 ノｰト NEC PC-VY22XRXEAEHM 6
7 ノｰト NEC VK16EX-C 5
8 ノｰト NEC VK19EX-D 3
9 ノｰト NEC VK20EA-N 1
10 ノｰト NEC VK23LA-Y 2
11 ノｰト NEC VK24TX-D 1
12 ノｰト NEC VK25MD-D 13
13 ノｰト NEC VK25TX-H 346
14 ノｰト NEC VK26TX-J 2
15 ノｰト NEC VKL21A-5 15
16 ノｰト NEC VKL21X-7 20
17 ノｰト NEC VKT16X-3 53
18 ノｰト NEC VY21ME-6 5
19 ノｰト 東芝 2270 SA65C / 4 1
20 ノｰト 東芝 J11 240C / 4 1
21 ノｰト 東芝 L21 220C / W 1
22 ノｰト 東芝 T12　140C / 4 1
23 ノｰト 富士通 A550 / B 1
24 ノｰト 富士通 A577 / T 8
25 ノｰト 富士通 FMV NA5NM 1
26 ノｰト 富士通 FMVA 16000 H 1
27 ノｰト 富士通 FMVA 16000 L 8
28 ノｰト 富士通 FMVA 16000 S 13
29 ノｰト 富士通 FMVA 29007 3
30 ノｰト 富士通 FMVA 8290 1
31 ノート 富士通 FNV NT5N2M 2
32 ノｰト 富士通 NB18D / F 1
33 デスクトップ NEC MK34ME-V 32
34 デスクトップ NEC MK36HE-N 1
35 デスクトップ NEC PC-MA12TEZEMHB9 1
36 デスクトップ 富士通 FMV021001 1
37 タブレット apple A 1337 3

消去方法については、以下の番号を入力してください。

 ﾃﾞｰﾀ消去について
数量（台）

　
　
元
月
輪
小
学
校

下見・保管
場所

No 種別 メーカー 型番 備考



38 タブレット apple A 1395 8
39 タブレット apple A 1566 5
40 タブレット apple A 2270 1
41 タブレット ASUS T100 H 4
42 タブレット ASUS T100 TAM 3
43 タブレット hp 不明 1
44 タブレット NEC PC-VK153SQBT 8
45 タブレット NEC PC-VK164T1AR 15
46 タブレット NEC PC-VK16XTAEN 5
47 タブレット NEC PC-VK24VTAMJ 21
48 タブレット NEC VK153S-V 1,522
49 タブレット 東芝 ZW9-PDW09 6
50 タブレット 富士通 FARQ 12001 8
51 タブレット 富士通 FARQ 18011 12
52 タブレット 富士通 FMVN Q4KE 2
53 サーバー hp HSTNS-2111 1
54 サーバー NEC Express 5800 / 120EF 1
55 サーバー NEC Express 5800 / GT110d 2
56 サーバー NEC Express 5800 / T110g-E 1
57 サーバー NEC Express 5800 / T110i 39
58 サーバー 富士通 PYT1311T3S 1
59 サーバー 富士通 PYT1313T3S 1
60 NAS バッファロー LS-WX2.0TL/R1J 1
61 UPS NEC Smart-UPS 1000 7
62 外付HDD ELECOM ELD-CED030UBK 1
63 外付HDD IO DATA HDCZ-UT2K 3

2,240合計



（別紙２） 

受  領  書 

 
令和  年  月  日 

 
京 都 市 長 様 
 
 

住所または所在地 
商号又は名称 

代表者氏名              印 
   

 ※署名（手書き）の場合は押印不要です。 

 署名でない場合、押印をお願いします。 

 
下記の物品を受け取りました。 
         （令和 年 月 日契約分） 
 
 

記 
 
 

品       名 数量 保管場所 引取日 

ノートパソコン等 ２，２４０台 元月輪小学校  
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個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書 

 

（提出日）     年  月  日 

（申出者） 

 

 

個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。 
 

記 
 
《個人情報の取扱い状況及び確認事項》 

 

１ 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定  必須 

貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記

入ください。併せて、当該規程を御提出ください。 
 

                                        
 

                                        
 

                                        

 

２ 組織的安全管理措置 

(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置  必須 

個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出

ください。上記１により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。 

なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。 

 

(2) 事件・事故における報告連絡体制  必須 

事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、

 のチェックで示してください。 
 

□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連

絡体制等を決め、従業員に周知している。 

 

３ 人的安全管理措置  必須 

貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示し

てください。 
 

□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期

的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。 

 

（別紙３） 
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４ 物理的安全管理措置 

(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施  必須 

設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を

設置している場合、 のチェックで示してください。 
 

【管理区域の例】 

・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域  ・個人情報を保管する区域 

・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域 

 

・管理区域の名称(1)                           
 

管理区域に設置している装置 

□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 
 

持込可能な電子媒体及び機器                       

 

・管理区域の名称(2)                           
 

管理区域に設置している装置 

□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 
 

持込可能な電子媒体及び機器                       

 

・管理区域の名称(3)                           
 

管理区域に設置している装置 

□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 
 

持込可能な電子媒体及び機器                      

 

(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施  必須 

貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してくだ

さい。 
 

□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記

載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。 

 

□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを

設定している。 
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(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施  必須 

貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してくだ

さい。 
 

□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握

している。 

 

□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応す

る措置として、暗号化又はパスワードを設定している。 

 

□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する

措置として、施錠した鞄に入れている。 

 

(4) 個人情報を破棄するための措置の実施  必須 

貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してくだ

さい。 
 

□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、

個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。 

 

□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破

棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認し

ている。 
 

５ 技術的安全管理措置  必須 

 パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各

項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。 
 

□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確

化している。 
 

□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有

する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。 
 

□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部

からの不正アクセスを防止する措置を講じている。 
 

□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパ

スワードを設定している。 
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６ 外的環境の把握  

(1) 外国で設置されているサーバ等の利用  必須 

外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行って

いるか、 のチェックで示してください。 

 

□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。 

 

□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。 

 

（行っている場合）貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致してい

るか、 のチェックで示してください。 
 

□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理

のために必要かつ適切な措置を講じている。 
 

当該国名（複数ある場合はすべて）                 

 

(2) 外国での個人情報の取扱い  必須 

外国での個人情報の取扱い（個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理）を

行っているか、 のチェックで示してください。 
 

□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。 

 

□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。 

 

（行っている場合）当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同

等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国と

して個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してくださ

い。 
 

□ 個人情報保護委員会が定めるものである。 

 

□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。 

 

（行っている場合）貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致してい

るか、 のチェックで示してください。 
 

□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理

のために必要かつ適切な措置を講じている。 
 

当該国名（複数ある場合はすべて）                 
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７ 委託先の監督  必須 

 個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託（再委託）を行う場

合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してくだ

さい。 
 

 □ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。 
 

（例示） 

・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実

施されるか確認している。 

・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同

意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。 

・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施

されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。 

 

８ セキュリティ関連の認証  任意 

情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ＩＳＭＳ」という。）、プライバ

シーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記

入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。 

 

取得しているセキュリティ関連の認証（ＩＳＭＳ・プライバシーマーク等） 
 

名称                                   
 

認証年月日           最終更新年月日              

 

名称                                   
 

認証年月日           最終更新年月日              

 

名称                                   
 

認証年月日           最終更新年月日              

 



下見場所　地図


